
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
心臓画像を再構成する であって、
心拍周期内で 主要フェーズ（１３４、１６２） 情報を受け取る と、

フェーズ妥協値 情報を受け取る と、
前記フェーズ妥協値を用いて妥協フェーズ領域（１４２、１４４、１４６、１４８、１７
０、１７２）を算出する と、
画像位置が前記主要フェーズ（１３４、１６２）内にあるか否かを判定す （２０４）

と、
画像位置が前記主要フェーズ（１３４、１６２）内にある場合に主要フェーズ（１３４、
１６２）において画像を作成す （２０６） と、
画像位置が前記主要フェーズ（１３４、１６２）内にないが前記妥協フェーズ領域（１４
２、１４４、１４６、１４８、１７０、１７２）内にある場合に、妥協フェーズにおいて
画像を作成す （２１２） と、
を含む 。
【請求項２】
妥協フェーズ領域（１４２、１４４、１４６、１４８、１７０、１７２）を算出する前記

が、主要フェーズ（１３４、１６２）にフェーズ妥協値を加えること、及び主要フェ
ーズ（１３４、１６２）からフェーズ妥協値を差し引くことを 、請求項１に記載の

。
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ＣＴイメージングシステム（１０）
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る 手段
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手段
行う シ
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【請求項３】
前記主要フェーズ（１３４、１６２）の左及び右のエッジ位置（１６４、１６６）を算出
する をさらに含む請求項１に記載の 。
【請求項４】
画像位置が主要フェーズ（１３４、１６２）内にある場合に主要フェーズ（１３４、１６
２）において画像を作成する前記 が、該画像位置が左と右のエッジ位置（１６４、１
６６）間にあるか否か 判定 、請求項３に記載の 。
【請求項５】
ピッチを選択する さらに含み、該ピッチを選択する 妥協フェーズ領域（１４
２、１４４、１４６、１４８、１７０、１７２）なしの画像再構成で使用されるピッチと
比べてより高い 請求項１に記載の 。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ断層（「ＣＴ」）画像を再構成するための方法及び装置に関し
、またさらに詳細には、本発明は心臓イメージングの間の患者線量を軽減させるための方
法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のコンピュータ断層（「ＣＴ」）イメージング・システムの少なくとも１つの構成
では、Ｘ線源は、デカルト座標系のＸ－Ｙ平面（一般に「撮像面」と呼ばれる）内に位置
するようにコリメートさせたファンビーム（扇形状ビーム）を放出する。Ｘ線ビームは、
例えば患者などの撮像対象を透過する。ビームは、この対象によって減衰を受けた後、放
射線検出器のアレイ上に入射する。検出器アレイで受け取った減衰したビーム状放射線の
強度は、対象によるＸ線ビームの減衰に依存する。このアレイの各検出器素子は、各検出
器位置でのビーム減衰の計測値に相当する電気信号を別々に発生させる。すべての検出器
からの減衰量計測値を別々に収集し、透過プロフィールが作成される。
【０００３】
　周知の第３世代ＣＴシステムでは、Ｘ線源と検出器アレイは、Ｘ線ビームが撮像対象を
切る角度が一定に変化するようにして、撮像面内でこの撮像対象の周りをガントリと共に
回転する。あるガントリ角度で検出器アレイより得られる一群のＸ線減衰量計測値（すな
わち、投影データ）のことを「ビュー（ｖｉｅｗ）」という。また、撮像対象の「スキャ
ン・データ（ｓｃａｎ）」は、Ｘ線源と検出器が１回転する間に、様々なガントリ角度、
すなわちビュー角度で得られるビューの集合からなる。アキシャル・スキャンでは、スキ
ャンを受ける対象は動かしておらず、またその投影データは、撮像対象を透過させて得た
２次元スライスに対応する画像を構成するように処理している。投影データの組から画像
を再構成するための一方法に、当技術分野においてフィルタ補正逆投影法（ｆｉｌｔｅｒ
ｅｄ　ｂａｃｋ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ）と呼ぶものがある。この処理法では、スキャン
により得た減衰量計測値を「ＣＴ値」、別名「ハウンスフィールド値」という整数に変換
し、これらの整数値を用いて陰極線管ディスプレイ上の対応するピクセルの輝度を制御す
る。
【０００４】
　ヘリカルスキャンは、マルチスライス型検出器と同様にＣＴイメージング・システムの
幾つかで使用されている。ヘリカルスキャン中において、患者は移動式テーブル上に配置
し、このテーブルによって患者を回転するガントリの開口に通過させている。この移動方
向のことを、イメージング・システムのｚ軸と呼んでおり、こうしたシステムのマルチス
ライス型検出器は検出器素子からなる複数の並列の横列を有している。これらの横列自体
は、各横列により収集した投影データが患者の１枚の「スライス」に対応するようにして
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手段 システム（１０）

手段
の を行う システム（１０）

手段 手段は、

ピッチの選択を可能にする システム（１０）



、ｚ方向に積み重ねられている。アキシャル・スキャンでは、各スライス面は、アキシャ
ル・スキャンを実施する場合にｚ軸と垂直である。周知のマルチスライス型検出器アレイ
の隣接する横列からなる検出器素子は互いに接していると共に、これらの中心間の離間距
離によって特徴付けされる。ヘリカルスキャンを実施する場合、１回のガントリ回転中に
テーブルはある選択可能な距離だけ移動している。各横列内の検出器素子の中心間のｚ軸
間隔に対する１回のガントリ回転中のｚ軸移動の比のことを、所与のスキャンを特徴付け
る「ヘリカルピッチ」と規定する。（単一横列の検出器アレイでは、このｚ軸間隔は単一
横列のｚ軸方向の厚さに置き換える）。
【０００５】
　ヘリカルスキャン中において、回転するガントリを通過するように患者を移動させなが
ら投影データを収集する。適当な画像再構成技法を用いると、ヘリカルスキャンによって
、マルチスライス型検出器の横列の合成厚さと比べてｚ軸方向の厚さがより厚い患者ボリ
ュームを撮像する比較的効率のよい方法が提供される。
【０００６】
　心臓イメージングなどＣＴイメージング用途の幾つかでは、撮像対象の身体部位が静止
していない。心臓イメージングのケースでは、心拍周期のある特定のフェーズからのデー
タを用いて画像を再構成するためにＥＫＧゲート制御（ＥＫＧ　ｇａｔｉｎｇ）を使用す
ることが必要である。しかし、心臓全体の撮像には、典型的には、１２ｃｍの厚さを有す
る患者ボリュームをスキャンする必要があり、この１２ｃｍは周知のマルチスライス型Ｃ
Ｔ検出器アレイによって撮像できる全体厚と比較して極めて大きい。さらに、選択した任
意の心拍周期フェーズをＣＴ画像再構成するには、十分な広さのビュー角度からの投影デ
ータが必要となる。これらの要件は、心臓スキャンで使用可能な最大ヘリカルピッチを低
下させる働きをする。しかし、低ピッチのヘリカルスキャンでは、患者がスキャン中に、
再構成画像の分解能を低下させるような余分な体動を防ぐように十分に長い間呼吸停止す
ることが困難であることがある。さらに、低ピッチであることは取りも直さずスキャン時
間が長くなることを意味するため、患者線量も増加する。
【０００７】
　図１は、ＥＫＧゲート制御式再構成の概要を表している。図１は、ヘリカルスキャンか
らのＥＫＧゲート制御画像の再構成に関する基本原理を図示している。画像は、心拍周期
と呼ぶ連続したビュー・ストリームの各領域から作成している。これらの周期は、画像内
の運動アーチファクトの量を減少させるようにＥＫＧ信号を用いて選択する。低ピッチの
ヘリカルスキャンは連続したビュー・ストリームを提供できるが、画像再構成に利用でき
るのは心臓の動きが少ない状態に対応した連続したビュー・ストリームの選択領域だけで
あることに留意すべきである。
【０００８】
図２は、心臓の収縮状態（すなわち、心収縮期）及び拡張状態（すなわち、心拡張期）を
含むＥＫＧ信号波形の一心拍周期を表している。ＥＫＧ信号のＱ、Ｒ及びＳのラベルを付
けた部分は、ＱＲＳ群（ＱＲＳ  ｃｏｍｐｌｅｘ）と呼ばれており、この部分ではＥＫＧ
信号全体のフィーチャの中でＲフィーチャ（すなわち、Ｒ波）が最も目立ち振幅が最も大
きいフィーチャとなっている。心拍周期は、１つのＲ波で始まり次のＲ波の発生まで継続
すると規定されるのが一般的である。ＥＫＧゲート制御では、心臓に関する最良の画像が
得られる期間を選択している。ＥＫＧ装置は患者に接続する。心拍周期期間は例えば、Ｅ
ＫＧのＲピーク同士の間の時間として決定される。基準としてＲピークを使用し、かつ決
定した心拍周期期間を使用することによって、スキャン中の画像収集をゲート制御し、こ
れによって心拍周期のうち心臓がほぼ静止している期間中のみで画像データを収集するこ
とができる。図２は、Ｒ－Ｒ間隔内のゲート制御再構成のフェーズ位置を表している。図
２は、リコン・ウィンドウのフェーズを増加させたり減少させたりするのに連れて、リコ
ン・ウィンドウがＥＫＧ波形に沿ってシフトする様子を図示している。フェーズを変化で
きるようにすると、心収縮期など動きがより大きなエリア内までそのリコン・ウィンドウ
を移動させることができることに留意されたい。
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【特許文献１】米国特許第６６２８７４２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　心臓ヘリカルスキャンの現行のプロトコル及びアルゴリズムは、精密な心臓フェーズ位
置を得るように最適化されているが、収集時間の短縮や線量の低減を得るように最適化さ
れていない。このアルゴリズムでは、心臓スキャン中の患者の心拍数が著しく低い場合や
、技師の規定するピッチが適正でなかったり、ＥＫＧゲート制御ソフトウェアがＲピーク
を正しく検出していない場合には、別の問題が生じる。これらの問題のうちの１つが起こ
ると、所与のＲ－Ｒ間フェーズに対する心臓データ内にギャップが生じることがあり、ま
たこれらのデータ・ギャップで作成する画像は目下のところＥＣＧゲート制御されておら
ず、心臓の動きが止まっていない状況では画質が劣るのが一般的である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述並びにその他の欠点及び不備は、心拍周期内で主要フェーズを選択する情報を受け
取ること、フェーズ妥協値を選択する情報を受け取ること、このフェーズ妥協値を用いて
妥協フェーズ領域を算出すること、画像位置が主要フェーズ内にあるか否かを判定するこ
と、画像位置が主要フェーズ内にある場合に主要フェーズの位置の画像を作成すること、
並びに画像位置が主要フェーズ内にないが妥協フェーズ領域内にはある場合に妥協フェー
ズの位置の画像を作成すること、を含むような心臓画像の再構成方法によって克服または
軽減される。
【００１１】
　別の実施形態では、複数の検出器横列及び１つの回転するガントリを含むような心臓画
像を再構成するためのコンピュータ断層イメージング・システムは、選択したヘリカルス
キャン・ピッチで患者をスキャンすること、患者の心臓を含む患者の投影データを複数の
検出器横列から収集すること、患者心拍周期の他の部分における場合と比べて心臓により
動きがない期間である患者心拍周期の主要フェーズを画像再構成のために受け入れること
、妥協フェーズを算出すること、その画像位置が主要フェーズ内にある場合に主要フェー
ズ位置において画像を再構成すること、並びに画像位置の箇所が主要フェーズ内にないが
妥協フェーズ内にある場合に妥協フェーズ位置において画像を再構成すること、を行うよ
うに構成させている。
【００１２】
　別の実施形態では、心臓画像を再構成させるようにマシン読み取り可能なコンピュータ
・プログラム・コードによって符号化した記憶媒体は、心拍周期内で主要フェーズを選択
する情報を受け取ること、フェーズ妥協値を選択する情報を受け取ること、このフェーズ
妥協値を用いて妥協フェーズ領域を算出すること、画像位置が主要フェーズ内にあるか否
かを判定すること、画像位置が主要フェーズ内にある場合に主要フェーズの位置における
画像を作成すること、画像位置が主要フェーズ内にないが妥協フェーズ領域内にはある場
合に妥協フェーズの位置における画像を作成すること、を含むような方法をコンピュータ
に対して実現させるための命令を含む。
【００１３】
　別の実施形態では、複数の検出器横列及び１つの回転するガントリを有するような心臓
画像を再構成するためのコンピュータ断層イメージング・システムは、選択したヘリカル
スキャン・ピッチで患者をスキャンするための手段と、患者の心臓を含む患者の投影デー
タを複数の検出器横列から収集するための手段と、患者心拍周期の他の部分における場合
と比べて心臓により動きがない期間である患者心拍周期の主要フェーズを画像再構成のた
めに受け入れるための手段と、妥協フェーズを算出するための手段と、画像位置の箇所が
主要フェーズ内にあるときに主要フェーズの位置で画像を再構成するための手段と、画像
位置が主要フェーズ内にないが妥協フェーズ内にはある場合に妥協フェーズの位置で画像
を再構成するための手段と、を含む。
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【００１４】
　別の実施形態では、コンピュータ断層イメージング・システムを用いて心臓画像を再構
成する方法は、心拍周期内で主要フェーズを選択する情報を受け取ること、フェーズ妥協
値を選択する情報を受け取ること、このフェーズ妥協値を用いて妥協フェーズ領域を算出
すること、患者のスキャンのためのヘリカルスキャン・ピッチを選択すること、複数の検
出器横列及び１つの回転するガントリを有するコンピュータ断層イメージング・システム
を用いて患者の心臓を含めた患者をスキャンして複数の検出器横列から投影データを収集
すること、画像位置が主要フェーズ内にあるか否かを判定すること、画像位置が主要フェ
ーズ内にある場合に主要フェーズの位置において画像を作成すること、並びに画像位置が
主要フェーズ内にないが妥協フェーズ領域内にはある場合に妥協フェーズの位置において
画像を作成すること、を含む。
【００１５】
　別の実施形態では、コンピュータ断層イメージング・セッション中に患者に与えられる
放射線量を低下させる方法は、患者をスキャンするためのヘリカルスキャン・ピッチを大
きくすること、並びに画像再構成のための再構成ウィンドウを主要フェーズの周りに拡大
すること、を含む。
【００１６】
　当業者であれば、本発明に関する上記の特徴及び利点、並びにその他の特徴及び利点に
ついて、以下の詳細な説明及び図面からその真価を認めかつ理解するであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図３及び図４を参照すると、「第３世代」のＣＴスキャナに典型的なガントリ１２を含
むものとして、コンピュータ断層（「ＣＴ」）イメージング・システム１０を表している
。ガントリ１２は、このガントリ１２の対向面上に位置する検出器アレイ１８に向けてＸ
線ビーム１６を投射するＸ線源１４を有する。検出器アレイ１８は、投射され被検体（例
えば、患者）２２を透過したＸ線を一体となって検知する検出器素子２０により形成され
ている。各検出器素子２０は、入射したＸ線ビームの強度、すなわちＸ線ビームが患者２
２を透過する際に受ける減衰を表す電気信号を発生させる。Ｘ線投影データを収集するた
めのスキャンの間に、ガントリ１２及びガントリ上に装着されたコンポーネントは回転中
心２４の周りを回転する。検出器アレイ１８は、単一スライス構成やマルチスライス構成
で製作することができる。マルチスライス構成では、検出器アレイ１８は複数横列の検出
器素子２０を有している（ただし、図４ではこのうちの１横列だけを示している）。
【００１８】
　ガントリ１２の回転及びＸ線源１４の動作は、ＣＴシステム１０の制御機構２６により
制御される。制御機構２６は、Ｘ線源１４に電力及びタイミング信号を供給するＸ線制御
装置２８と、ガントリ１２の回転速度及び位置を制御するガントリ・モータ制御装置３０
とを含む。制御機構２６内にはデータ収集システム（ＤＡＳ）３２があり、これによって
検出器素子２０からのアナログ・データをサンプリングし、このデータを後続の処理のた
めにディジタル信号に変換している。画像再構成装置３４は、サンプリングしディジタル
化したＸ線データをＤＡＳ３２から受け取り、高速で画像再構成を行う。再構成した画像
はコンピュータ３６に入力として与えられ、コンピュータにより大容量記憶デバイス３８
内に格納される。
【００１９】
　コンピュータ３６はまた、キーボードを有するコンソール４０を介して、オペレータか
らのコマンド及びスキャン・パラメータを受け取る。付属の陰極線管ディスプレイ４２に
より、オペレータはコンピュータ３６からの再構成画像やその他のデータを観察すること
ができる。コンピュータ３６は、オペレータの発したコマンド及びパラメータを用いて、
ＤＡＳ３２、Ｘ線制御装置２８及びガントリ・モータ制御装置３０に対して制御信号や制
御情報を提供する。さらにコンピュータ３６は、モータ式テーブル４６を制御してガント
リ１２内で患者２２を位置決めするためのテーブル・モータ制御装置４４を操作している
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。詳細には、テーブル４６により患者２２の各部分をガントリ開口４８に通過させている
。テーブルの移動方向によって、イメージング・システム１０のｚ軸を規定させる。検出
器アレイ１８の複数の横列をｚ軸方向に積み重ね、これによりアキシャル・スキャンの間
において、患者２２のボリュームの多数の並列のスライスから投影データを収集している
。これらの並列スライスは、アキシャル・スキャンを実施した際にｚ方向と垂直な各面を
規定している。ヘリカルスキャンでは、選択した値またはデフォルト値の関数であるよう
なヘリカルピッチを決定している。次いで、指定のまたはデフォルトのフェーズ及びオー
バーラップでスキャンを開始し、再構成によって一組の画像を得ている。このようにして
再構成した一組の画像は、全く隙間なく心臓全体をカバーしている必要がある。
【００２０】
　図５に示すように、グラフ１００は、再構成ウィンドウ１０６、１０８の主要フェーズ
１１０を、時間対ｚ方向距離に関してマッピングした図表である。図５は、現行の再構成
アルゴリズムにおいて、各心拍周期によってカバーされるｚ方向の距離を示す領域である
心臓再構成ウィンドウ１０６、１０８にかなりのオーバーラップが存在する様子を表して
いる。再構成ウィンドウのオーバーラップは、オーバーラップさせた２つ以上の心拍周期
からの情報を必要とするようなより短い時間分解能で画像が再構成されるように実施する
。したがって、ＧＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手可能なＳｎａｐｓｈｏｔ
　Ｂｕｒｓｔ画像再構成などのマルチセクタ心臓リコンでは再構成（「リコン」）ウィン
ドウのオーバーラップが必要であるが、１つの心拍周期からのデータだけを用いて画像を
再構成しているＧＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓから入手可能なＳｎａｐｓｈｏｔ
　Ｓｅｇｍｅｎｔ画像再構成などの画像再構成ではオーバーラップは必要ではない。図５
に示す例示的な図表ではピッチを０．３００と仮定している。このピッチは、全体のＸ線
コリメーション（ｘ）を基準として、あるいはｘ＝ｄ１＋ｄ２＋ｄ３＋．．．＋ｄｎ（ｎ
はＸ線ビーム幅内の検出器数）であるとして個々の検出器幅（ｄ）を基準として規定する
ことができる。
【００２１】
　　Ｐｉｔｃｈ x＝テーブル行程／Ｘ線ビーム幅
　　Ｐｉｔｃｈ d＝テーブル行程／検出器幅
テーブル行程はｚ方向で計測する。いずれの規定も使用可能であるが、この例では全検出
器幅（マルチスライス型）を考慮したピッチ（すなわち、Ｐｉｔｃｈ x）を規定している
。図５に示す例示的な図表ではさらに、フェーズ妥協１１４が０．０、フェーズ１１６が
７０、また患者の毎分心拍数（「ＢＰＭ」）１１８が４５ＢＰＭであると仮定している。
【００２２】
　図５での例示的な結果によって示している現行のアルゴリズムでは、端部の検出器の中
心を越えたｚ位置において画像を再構成することがあり、これによってこれらの位置で作
成した画像にアーチファクトが導入される可能性がある。現行のアルゴリズムではカバー
範囲を拡大させるためにこれを実施しており、これは、リコン・ウィンドウのエッジまた
はエッジ近傍で作成した画像だけが影響を受けており画質全体に対する影響は小さいとい
う理由による。
【００２３】
　本明細書に開示した方法及びアルゴリズムでは、患者に対して実施する心臓スキャンは
、特に心臓の拍動による動きがより少ないような心血管イメージングなどの用途では、ス
キャン時間を短縮させかつ患者に対する線量を減少させるようにより高いピッチで実施す
ることができる。上で検討したように、心臓スキャン中において患者の心拍数が著しく遅
い場合や、技師の規定するピッチが不適正であったりＥＫＧゲート制御ソフトウェアによ
りＲピークを適正に検出していない場合には、従来のアルゴリズムでは別の問題が生じる
。これらの問題のうちの１つが起こると、所与のＲ－Ｒ間フェーズに関する心臓データに
ギャップが生じることがあり、またこれらデータのギャップで作成する画像は目下のとこ
ろＥＣＧゲート制御されておらず、心臓の動きが止まっていない状況では一般に画質が劣
化している。本明細書に開示した技法は、ゲート制御画像を作成することによってこれら
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のギャップで作成する画像の画質を向上させ、かつより高ピッチでの患者スキャンを可能
にしており、これによってスキャン時間が短縮され、また患者線量が低減される。さらに
、この新規の高ピッチ・ヘリカル心臓アルゴリズムでは、再構成ウィンドウのエッジ位置
においてより多くの画像を作成するため、端部検出器及びこれに関連するアーチファクト
に対処できるので好ましい。
【００２４】
　図６を参照すると、以下でさらに説明するような提唱する新規のアルゴリズムは既存の
アルゴリズムと比べ、患者線量の低減を含む多くの利点を有している。より高ピッチであ
るとスキャン時間がより高速となり、これにより線量すなわちＸ線に対する被曝の減少が
得られる。修正型の図表１３０は、拡張させたリコン・ウィンドウ１３６、１３８を、時
間１０２対距離１０４に関してグラフ化している。フェーズ１１６は依然として７０と仮
定し、またＢＰＭ１１８も依然として４５である。しかし図６では、ピッチ１１２は０．
３９８であり、図５に示すアルゴリズムで使用した０．３と比べてかなり大きくしている
。このより高いピッチを、図６に示すようなその他のファクタと一緒に用いた場合、概ね
２５％の線量低減（１－現行ピッチ／提唱ピッチ＝１－０．３／０．３９８≒１－０．７
５≒０．２５）が得られると共に、心拍数がより多い場合及び／またはフェーズの妥協が
より大きい場合に線量節減がさらに大きくなる。この例におけるデルタフェーズ１３２は
１０であり、このことは、画像再構成を可能とするように目標フェーズ位置の上及び下で
心臓フェーズの１０％を余分に選択できることを意味する。オペレータが使用を望む時間
を増加させることによって、各ビューウィンドウの長さも図１に示すような連続したビュ
ー・ストリームから拡張される。したがって、全体的な収集時間及び患者線量を減少させ
るために心臓フェーズ位置（リコン・ウィンドウの中心）の間隔をある程度広げることが
可能となる。各拡張リコン・ウィンドウ１３６、１３８は、主要フェーズ１３４と、先行
及び後続の妥協フェーズ位置１４０と、を含む。すなわち、各拡張リコン・ウィンドウ１
３６、１３８は、先行の妥協フェーズ１４２、１４６のそれぞれと、後続の妥協フェーズ
１４４、１４８のそれぞれと、を含んでいる。この妥協フェーズ領域は図１の各ビューウ
ィンドウの長さに及んでいるが、指定したフェーズ位置に対する何らかの妥協が必要とな
るのは画像のうちのわずかな比率のみである。さらに、十分な画像を得るために、若干妥
協させたフェーズからのデータを使用することになるのは、こうした画像の作成に使用す
る収集データの一部分のみである。図６に示すように、典型的には、リコン・ウィンドウ
間でわずかな量のオーバーラップを使用し、これにより検査中に患者の心拍数が遅い場合
にカバー範囲内にギャップが存在しないようにする。
【００２５】
　「妥協（ｃｏｍｐｒｏｍｉｓｅｄ）」フェーズでは、心拍周期のより広い範囲から画像
を取得することによって、画像内により多くの心臓の動きが導入される。しかし、オペレ
ータは、スキャン時間を大幅に短縮させるために、画像の心臓フェーズ位置を妥協させて
いる（またこのため画像内に動きを導入している）。一例として、３００ｍｓのリコン・
ウィンドウ（スキャナの速度によって決定される）及び６０ＢＰＭの心拍数を考えてみる
。妥協がなければ、この３００ｍｓウィンドウ内のデータが所与の画像を作成するために
使用される。５％のフェーズ許容値（すなわち、例えば７５％±５％）が許容される場合
、リコン・ウィンドウの各端部に関してさらに最大５０ｍｓまでを許容することができ、
この場合４００ｍｓの時間的ウィンドウが得られる。実際には、所与の画像に関して、オ
ペレータはウィンドウの一方の端部だけに対して、この時間的ウィンドウがこの例におけ
る３５０ｍｓ程度の大きさとなるような妥協が必要となる。
【００２６】
　図８は１つのリコン・ウィンドウ全体を表している。リコン・ウィンドウは、基本的に
は、時間及び検出器位置に関して画像を作成できる位置をグラフ表示したものである。こ
のボックスの高さは１枚の画像の再構成に要する時間の長さまたは回転に対応しており、
ｘ方向は画像を作成することができる位置であり、またｙ方向は画像を作成しようとする
フェーズ位置である。各長方形の垂直方向サイズは時間ウィンドウを意味している。した
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がって、リコン・ウィンドウのエッジはこれらのボックスの各々の端部である。さらに、
このアルゴリズムは端部検出器の中心を越えてリコン・ウィンドウのエッジに至るまでの
位置では画像を作成しない。このことは、妥協フェーズ位置で作成する画像に良好な画質
を有させるために行っている。最終の検出器の中間を越えて作成した画像では本質的に、
画像内に導入されるノイズがより多くなる。したがって、これらの画像はどうしても必要
とならない限り作成することがない。提唱したアルゴリズムはさらに、ほとんど常にゲー
ト制御画像を作成することを可能にしている。このアルゴリズムは、ゲート制御式か非ゲ
ート制御式かに関わらず画像を常に作成可能とさせるようなバックオフ・ロジックを有し
ている。非ゲート制御式は最も起こりそうにないシナリオではあるが、患者の心拍数がか
なり大幅に遅くなったとした場合には非ゲート制御式となることもあり得る。この新規の
アルゴリズムでは、システムの例外パス（極度の心拍数低下、ＥＫＧリード線の脱落、な
ど）の間で非ゲート制御画像が作成される確率を最小限にすることができる。このプロト
コルでは一方、ゲート制御画像の作成だけを可能とすべきである。既存のアルゴリズムで
は、不適切なｚ方向カバー範囲、あるいはソフトウェアやオペレータのエラーのためにデ
ータ内にギャップが生じる可能性があるが、このアルゴリズムでは、非ゲート制御画像の
生成ではなくこれらの位置でフェーズを妥協させることによってゲート制御画像の作成が
可能となる。これらのギャップにおいてゲート制御画像を作成することによって画質が向
上する。
【００２７】
　図７は、８スライス型スキャナに関する対する現行のセグメント式リコンと比べてこの
新規の高ピッチ・アルゴリズムが提供できるようなピッチの増大をグラフで表している。
現行のアルゴリズムでは、ピッチの上限を６０ＢＰＭとしているため、顧客は常に６０を
超える心拍数に対しては、ＧＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ＳｙｓｔｅｍｓによるＳｎａｐｓｈｏ
ｔ　Ｂｕｒｓｔアルゴリズムなどのマルチセクタ心臓リコンを事後に適用することがある
。しかし、この新規のアルゴリズムでは、Ｂｕｒｓｔ再構成の実施を希望しない場合に顧
客は線量の大幅な低減が可能である。例えば、高ピッチのアルゴリズムを使用して８スラ
イス型システムに関して８０ＢＰＭでセグメント画像を再構成することによって概ね５０
％の線量低減が得られる。さらに、心拍数が増加するに従って、この新規のアルゴリズム
によってそのピッチも図示したのと同様に直線的などで増加させることができることに留
意すべきである。
【００２８】
　図８及び９は、図６の場合と同様の拡張させたリコン・ウィンドウ１６０を表している
。拡張リコン・ウィンドウ１６０は、左位置すなわち第１の位置１６４と、右位置すなわ
ち第２の位置１６６との間に位置する主要フェーズ１６２を含んでいる。中心位置１６８
は、左位置１６４と右位置１６６の間の主要フェーズ１６２の中心を意味している。連続
する２つの拡張リコン・ウィンドウ１６０からの妥協フェーズ領域１７０及び１７２を図
９に表している。各拡張リコン・ウィンドウ１６０は、主要フェーズ１６２の左位置１６
４に隣接した先行の妥協フェーズ領域１７２と、主要フェーズ１６２の右位置１６６に隣
接した後続の妥協フェーズ領域１７０と、を含んでいる。
【００２９】
　ここで図１０を参照すると、アルゴリズム２００の流れ図を表している。図１０に示す
と共に図８及び９を参照すると、ブロック２０２は、アルゴリズム２００が先ず心臓再構
成ウィンドウの中心ビュー位置１６８、並びに左と右のエッジ位置１６４、１６６を算出
する様子を示している。ブロック２０４では、本アルゴリズム２００は、画像位置が左エ
ッジ１６４と右エッジ１６６の間にあるか否かを判定している。判定がＹｅｓであれば、
本アルゴリズムは主要フェーズの位置において画像を作成するためのブロック２０６に進
む。次いで本アルゴリズムは、次の位置（この位置は各画像のｚ位置である）について本
方法を継続しかつ評価するためのブロック２０８に進む。次の位置が評価されたら、ブロ
ック２０２に戻ることになる。ブロック２０４に対する判定がＮｏであれば、本アルゴリ
ズムは、画像位置が妥協フェーズ領域内にあるか否かを判定するためのブロック２１０に
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進む。この判定がＹｅｓであれば、ブロック２１２に示すように妥協フェーズの位置で画
像を作成する。次いで本アルゴリズムは上で検討したのと同じブロック２０８に進む。ブ
ロック２１０に対する判定がＮｏであれば、本アルゴリズムは非ゲート制御画像を作成す
るためのブロック２１４に進む。プロトコルすなわちアルゴリズム２００は非ゲート制御
画像を回避するように設計されており、またこうした非ゲート制御画像は最後の手段とし
てのみ作成されることに留意すべきである。ブロック２１４の後、本アルゴリズムは上で
検討したのと同じブロック２０８に進む。
【００３０】
　この修正式心臓再構成アルゴリズムによって医師は、より高ピッチのスキャンを規定し
これにより患者に対する線量を低減させるために、得られる画像の心臓フェーズを妥協さ
せることができる。医師は、画像のリコンを希望する心臓フェーズ（すなわち、Ｒ－Ｒ間
の７５％）を入力することができ、さらにＲ－Ｒ間の何パーセントを妥協させようとする
か（すなわち、５％）を入力することができる。オペレータがフェーズ位置として例えば
７５％を指定した場合、Ｒ－Ｒピーク間距離の７５％が時間上の点ｔとなる。ｔにおいて
画像を再構成するには、ハーフスキャン分（１８０度にファン角度を加えた角度分）のデ
ータからの情報を用いて各画像を再構成する必要がある。したがって、この時刻ｔにおい
ては、各再構成ウィンドウに関してどれだけの高さを収集するかにあたるような、ｔに対
してハーフスキャンの１／２を加算または減算した期間からのデータを用いて、ｔにおけ
る画像を再構成させる。７５％±１０％とした場合、本アルゴリズムは各再構成ウィンド
ウ上の「後続部」に対応させてさらに高くしたり低くしたりできるようなｔを用いて開始
させることなる。このフェーズ妥協によって、本画像再構成アルゴリズムは、複数のフェ
ーズ（すなわち、７０％～８０％）からの画像の再構成が可能となるが、本アルゴリズム
は医師が入力した所望のフェーズすなわち「主要な（ｐｒｉｍａｒｙ）」フェーズ（すな
わち７５％）のできる限り近くで画像のすべてをリコンさせることになる。主要フェーズ
値及びフェーズ妥協値を先行的に（スキャンに先だってまたはスキャン中に）規定するこ
とによって、医師はこの新規のアルゴリズムにより提供される拡張させた心臓再構成ウィ
ンドウを使用してスキャンのピッチを大きくし、かつ患者線量を低減させることができる
。線量軽減は５０％程度以上とすることができる。本アルゴリズムに関する可能な臨床応
用の例としては、５％フェーズ妥協を用いた心臓バイパス及び動脈ステントのＲ－Ｒ間７
５％における撮像、心房フラッタ検査のために右心房に対するＲ－Ｒ間４５％で１０％フ
ェーズ妥協による撮像、及び大動脈や肺のＲ－Ｒ間７５％で１５％フェーズ妥協を用いた
撮像（ただし、これらに限らない）が含まれる。別の応用も同様に本発明の範囲に属する
。
【００３１】
　したがって、ある種の用途における患者に対する線量を低減させることができるような
方法及びシステムについて説明する。目下のところ使用されているアルゴリズムは、心血
管、心房、あるいはさらに肺イメージングなどのある種の用途では最適化されていない。
提唱したアルゴリズムは、ｚ方向カバー範囲でギャップが存在するような場合に、スキャ
ン時間を短縮させ、患者線量を低減させ、かつより良好な画像を作成するように最適化さ
れている。本アルゴリズムはさらに、血管、心房、またさらに肺検査など動きの量が少な
い心臓領域を撮像するようにも最適化されている。
【００３２】
　本アルゴリズムは心臓ヘリカルスキャンに関するピッチを増大させるような方式を利用
しており、これによって画質を大幅に犠牲にすることなくスキャン・ピッチが飛躍的に増
大されかつ患者線量が低減される。このアルゴリズムは動きの大きい構造向けに設計され
ている点においてユニークである。現行のセグメント化再構成プロトコルではある種の心
拍数ではピッチが制限されるものの、ＧＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ＳｙｓｔｅｍｓによるＢｕ
ｒｓｔ（マルチセクタ再構成）などのマルチセクタ・イメージングを事後に（スキャンの
後で）適用することができる。このアルゴリズムによれば、こうした解剖構造を検査する
医師がＧＥ　Ｍｅｄｉｃａｌ　ＳｙｓｔｅｍｓによるＢｕｒｓｔやＢｕｒｓｔ　Ｐｌｕｓ
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アルゴリズムなどの応用を用いて受けられるような時間分解能の向上を要求することがな
いため、医師に対して、スキャン・ピッチの増大による線量節減が提供されると共に最適
化させたセグメント式リコンが提供される。画像は、各リコン・ウィンドウのカバー範囲
を事前に大きくするように複数のフェーズから合成される。医師は妥協をしようとするフ
ェーズＲ－Ｒ間確度の百分率を入力できるため、さらにピッチを増加させることができる
。本アルゴリズムは先ず、スキャンの前に要求されるフェーズである主要フェーズの位置
において画像を再構成し、次いで必要の際にのみ妥協フェーズの位置で画像を再構成して
いる。このことは、画像の大部分が同じフェーズ位置にあり、ごく一部の画像が別の「妥
協」フェーズにおいて再構成されることを意味している。フェーズの妥協によって、本ア
ルゴリズムは、スキャン・ピッチを大幅に増加させ、これにより画質に対する大幅な犠牲
を生じることなく患者に対する線量を低減させることができる。フェーズ位置の妥協によ
ってさらに、画質が劣ることが多いような非ゲート制御画像を作成する必要性が排除され
る。非ゲート制御画像を作成する可能性はあるが、これを回避するように患者プロトコル
を設計しなければならない。したがって、提唱した高ピッチ心臓ヘリカル・アルゴリズム
は、心臓イメージングにおける複数の問題に対するユニークかつ有効な解決法を提供する
ことができる。
【００３３】
　上述した方法及びアルゴリズムは、図３及び４に示すイメージング・システム１０内、
あるいは図４の参照符号３６で示すようなコンピュータに関連づけした信号処理装置内で
利用することができ、また詳細には、この処理装置内の処理回路による処理対象のメモリ
内に格納しておくことができることに留意すべきである。さらに、開示した方法はコンピ
ュータ実現の任意の処理方法の形態、並びにこれらの処理方法を実施するための装置の形
態で具現化できることは、本発明の範囲に属するものである。本発明はさらに、フレキシ
ブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、あるいは別の任意のコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体などの有形の媒体の形で具現化される命令を含んだコンピュータ・プロ
グラム・コードの形態で具現化することができ、この際、コンピュータ・プログラム・コ
ードをコンピュータにロードしコンピュータで実行した際に、そのコンピュータは本発明
を実施するための装置となる。本発明はさらに、例えば、記憶媒体内に格納するか、コン
ピュータにロードするかつ／またはコンピュータにより実行させるか、あるいは搬送波を
変調するか否かに関わらず何らかの伝送媒体を介して（例えば、電気配線やケーブルを介
する、光ファイバを通す、あるいは電磁放射を介するなど）で送信したデータ信号とする
かによらず、コンピュータ・プログラム・コードの形態で具現化することができ、ここで
、コンピュータ・プログラム・コードをコンピュータにロードしてコンピュータにより実
行させた際に、そのコンピュータは本発明を実施するための装置となる。汎用のマイクロ
プロセッサ上で実現させる際には、このコンピュータ・プログラムのコード・セグメント
によって、マイクロプロセッサが特定の論理回路を生成するように構成させている。
【００３４】
　本発明に関し好ましい実施形態を参照しながら記載してきたが、本発明の範囲を逸脱す
ることなく様々な変更が可能であると共に、その要素の等価物による代用が可能であるこ
とは当業者であれば理解するであろう。さらに、多くの修正形態により、本発明の本質的
範囲を逸脱することなく具体的な状況や材料を本発明の教示に適応させることができる。
したがって、本発明を実施するように企図したベストモードとして開示した特定の実施形
態に本発明を限定しようという意図ではなく、本発明が本特許請求の範囲の域内に入るす
べての実施形態を包含するように意図している。さらに、第１、第２などの用語の使用は
、何らかの順序や重要性を意味しておらず、第１、第２などの用語はむしろ、ある要素を
別の要素と区別するために使用したものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来技術のＥＫＧゲート制御式再構成を表した図である。
【図２】ゲート制御式構成に関する従来技術のフェーズ位置を表した図である。
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【図３】ＣＴイメージング・システムの外観図である。
【図４】図３に示すシステムのブロック概要図である。
【図５】心臓再構成アルゴリズムのグラフである。
【図６】拡張リコン・ウィンドウを用いた心臓再構成アルゴリズムのグラフである。
【図７】２種類の心臓セグメント・アルゴリズムについてピッチ対心拍数をプロットした
図表である。
【図８】拡張リコン・ウィンドウの図である。
【図９】拡張リコン・ウィンドウの妥協フェーズ領域の図である。
【図１０】心臓セグメント・アルゴリズムの流れ図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　コンピュータ断層（「ＣＴ」）イメージング・システム
　１２　ガントリ
　１４　Ｘ線源
　１６　Ｘ線ビーム
　１８　検出器アレイ
　２０　検出器素子
　２２　被検体、患者
　２６　制御機構
　２８　Ｘ線制御装置
　３０　ガントリ・モータ制御装置
　３２　データ収集システム（ＤＡＳ）
　３４　画像再構成装置
　３６　コンピュータ
　３８　大容量記憶デバイス
　４０　コンソール
　４２　陰極線管ディスプレイ
　４４　テーブル・モータ制御装置
　４６　モータ式テーブル
　４８　ガントリ開口
　１０６　再構成ウィンドウ
　１０８　再構成ウィンドウ
　１１０　主要フェーズ
　１３６　拡張リコン・ウィンドウ
　１３８　拡張リコン・ウィンドウ
　１４２　妥協フェーズ
　１４４　妥協フェーズ
　１４６　妥協フェーズ
　１４８　妥協フェーズ
　１６０　拡張リコン・ウィンドウ
　１６４　左エッジ
　１６６　右エッジ
　１６８　中心ビュー位置
　１７０　後続の妥協フェーズ領域
　１７２　先行の妥協フェーズ領域
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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